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「基本的考え方」を踏まえた具体化が必要な検討事項
《保育サービスの提供の新しい仕組み （公的性格や特性も踏まえた新しい保育メカニズム）》

・ 保育サービスの必要性の判断基準（「保育に欠ける」要件の見直し）

・ 契約などの利用方式のあり方

・ 市町村等の適切な関与の仕組み（保育の必要度が高い子どもの利用確保等）

・ 情報公表や第三者評価の仕組み

・ 地域の保育機能の維持向上

《放課後児童対策の仕組み》

（ ※ 就学前保育・教育施策のあり方全般に関する検討 → 新たな検討の場 ）

《すべての子育て家庭に対する支援の仕組み》

妊婦健診、一時預かり、地域子育て支援拠点事業、全戸訪問事業等の
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過疎地域の現状①

（過疎地域の現状）

○ 過疎地域は、人口では全国の約８％であるが、過疎地域を含む市町村数では全国の４割を占める。

【出典：総務省『「過疎対策の現況」について』（平成20年9月）

《過疎地域の要件》
○ 「過疎地域」とは、以下の「人口要件」と「財政力要件」に該当する地域。
(1) 人口要件：以下のいずれかに該当すること
1)昭和35年～平成７年の人口減少率が30％以上
2)昭和35年～平成７年の人口減少率が25％以上、高齢者比率（65歳以上）24％以上
3)昭和35年～平成７年の人口減少率が25％以上、若年者比率（15歳以上30歳未満）15％以下
4)昭和45年～平成7年の人口減少率が19％以上
＊ただし、1)2)3)の場合、昭和45年～平成７年の25年間で10％以上人口増加している団体は除く。

(2) 財政力要件：平成８年度～平成10年度の３ヶ年平均の財政力指数が0.42以下、かつ公営競技収益が13億円以下であること（施行令第１条）。

【追加公示】 平成12年の国勢調査の確定人口に基づき、追加公示を行う（法第３２条）。
(1) 人口要件 ：上記要件中、各対象年次を５年ずつずらして適用。

(2) 財政力要件：上記要件を、平成10年度～平成12年度の３ヶ年平均の財政力指数として適用。
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過疎地域の現状②（人口の動向）

（過疎地域の人口の動向）

○ 過疎地域の人口減少率は、昭和35～45年には10%程度と著しく人口が減少していたが、その後人口減少率

は低下し、平成12～17年の減少率は5.4%となっているものの、平成7年以降の減少率は緩やかに拡大。

【出典：総務省『「過疎対策の現況」について』（平成20年9月）
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過疎地域の現状③（人口構成）

（過疎地域の人口構成）

○ 過疎地域における年少人口（０～14歳）の割合は、全国と大きな差は見られない。

○ 年少人口（０～14歳）の推移は、全国に比べ緩やかではあるが、一貫して減少傾向にある。

【出典：総務省『「過疎対策の現況」について』（平成20年9月）】

【出典：総務省「時代に対応した新たな過疎対策に向けて（これまでの議論の中間的整理）（平成20年4月）】

＜参考＞

   全  　　国 17,521

　 三大都市圏 8,407 48.0%

   地  方  圏 9,114 52.0%

（うち過疎地域） （1,346）

Ｈ１７国勢調査より

（7.7％）

年少人口（0～14歳）
（単位：千人）

圏域
全国の年少人口に占める

各圏域の割合
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過疎地域の現状④（財政状況）

（財政構造と財政力指数）

○ 過疎関係市町村の１市町村当たりの歳入に占める地方税収割合は約15%（全国約37%）に過ぎない。

○ 市町村に財政力を示す指標である財政力指数をみると、過疎関係市町村の平均は0.25（全国平均0.53)。

【出典：総務省『「過疎対策の現況」について』（平成20年9月）
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○ 認可保育所の定員は、原則60人以上とされているが、定員60人以上とすることが困難であり、20人以上の保
育需要が継続することが見込まれ、他に適切な方法がない場合、以下の要件を満たせば、小規模保育所を設
置することが可能。認可保育所として地域・定員規模等に応じた保育所運営費を支弁。
(1) 設備・運営について児童福祉施設最低基準に適合
(2) 次のいずれかに該当

① 要保育児童が多い地域に所在し、入所児童の概ね４割以上が３歳未満児

② 過疎地域をその区域とする市町村内に所在
③ 入所児童の概ね８割以上が３歳未満児、１割以上が乳児

(3) 定員20人以上

(4) 施設長は保育士を配置するよう努め、保育士その他の職員については最低基準等に定める所定数を配置

人口減少地域に関連する保育制度の概要①
（小規模保育所（認可保育所））
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○ へき地保育所（認可保育所の設置が著しく困難な地域に設置される保育施設であって、市町村長が以下の
基準に適合するものと認め、指定した認可外保育施設）に対して、次世代育成支援対策交付金（ソフト交付金）
において補助（※２０ポイント）。
(1) 設置場所が、以下の①～④にあること
① へき地教育振興法の規定によるへき地手当の支給の指定を受けているへき地学校の通学区域内、
② 一般職の職員の給与に関する法律の規定による特地勤務手当の支給の指定を受けている公官署の４キロメートル以内、
③ ①・②を受けることとなる地域内
④ ①～③に準ずるものとして市町村長が認める地域内

(2) 設備・運営が以下の基準に合致すること
① 平均入所児童数が10人以上（※10人を下回る場合２年間は経過的に対象）であること

② 既存建物（学校等）の一部に設置する場合、設備をへき地保育所のために常時使用できること
③ 保育室・便所・屋外遊戯場（付近にある代わるべき場含む）その他必要な設備を設けること
④ 必要な用具（医療器具、医薬品、机、椅子等）を備えること
⑤ 保育士を２人以上配置すること（※やむを得ない事情があるときは、うち1人は保育士以外の者で代えることができる）

⑥ 保育時間等については、地方の実情に応じて定めること

○ 入所決定は、市町村長が、保育を要する児童のほか、特に必要があるときはその他の児童につき実施。

【出典：平成18年社会福祉施設等調査】

人口減少地域に関連する保育制度の概要②
（へき地保育所（認可外保育施設））

私営
142箇所
（17%）

公営
671箇所
（83%）

【へき地保育所数】

10,659人

24,672人

2781人

5638人
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【へき地保育所の定員・入所児数】

定員数

入所児数

※１箇所当たり平均37人

※１箇所当たり平均17人

※なお、次世代育成支援対策交付金の
平成18年度交付決定数は６７６箇所
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○ 過疎地域を含む市町村にある認可保育所の規模をみると、定員規模では51～60人の規模が多いが、

在所児数規模では、３０人以下が多い。

（出典）厚生労働省「平成１８年 社会福祉施設等調査」における認可保育所の定員階級・在所児数階級ごとの保育所数につき、
過疎地域を含む市町村（平成20年11月時点：731市町村）に係る数を特別集計したもの。

※なお、「過疎地域を含む市町村」には、過疎地域以外の地域を含む市町村が約３割ある。

過疎地域を含む市町村における認可保育所の現状
（定員・在所児数規模別の分布）
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○ へき地保育所の規模をみると、定員規模は21～30人が多いが、在所児数規模は20人以下が約８割を占める。

（出典）厚生労働省「平成１８年 社会福祉施設等調査」におけるへき地保育所数を定員階級・在所児数階級ごとに特別集計したもの

へき地保育所の現状②
（定員・在所児数規模別の分布）
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○ 小学校就学前に幼稚園又は保育所（へき地保育所含む）を経験した比率を見ると、１９７０年頃は過疎地域と

全国とで大きな格差があったが、近年はほぼ格差がなくなっている。

○ 過疎地域においては、全国と比べ、幼稚園就園率が低く、保育所在籍比率が高い。

過疎地域における幼児教育経験者比率

【出典：総務省『「過疎対策の現況」について』（平成20年9月）】
【出典：総務省「時代に対応した新たな過疎対策に向けて（これまでの議論の中間的整理）（平成20年4月）】

※備考
＜幼児教育経験者比率＞

①全国は、各年度の文部科学省「学校基本調査」（数値は各年度5月1日）及び前年度の厚生労働省「社会福祉施設調査」による。
②過疎地域は総務省調べ。
③それぞれの数値は、次の算式による、なお、保育所にはへき地保育所を含む。

幼児教育経験者比率＝幼稚園就園率＋保育所在籍率

幼稚園就園率 ＝

保育所在籍率 ＝

幼稚園修了者数

小学校第１学年児童数

前年度保育所在所児数（５歳／２＋６歳）
小学校第１学年児童数
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（第2回・第3回 保育事業者検討会 委員提出資料（抜粋））
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検討の視点
○ 児童人口が著しく減少した地域を含め、すべての子どもに、地域の子ども集団の中での成長を保障する
観点から、地域の保育機能の維持向上の意義を考える必要があるのではないか。

○ 認可保育所(小規模保育所)として保育所運営費が支弁されるためには、過疎地域であっても定員２０人以上
が必要とされている。一方、別の枠組みとして、へき地保育所(認可外保育施設)が平均入所児童数が１０人以

上で足りるものとして一定の支援対象となっている。また、家庭的保育事業については、家庭的保育者と補助者
が、５人までの乳幼児を保育することを念頭においている。

こうした現行制度と、子ども集団の中での成長を保障する観点を踏まえ、児童人口が著しく減少した地域にお
ける定員規模の要件・事業運営方式・財政支援のあり方をどう考えるか。

○ 児童人口が著しく少ない地域については、対象となる子どもの年齢に応じ、地域子育て支援拠点や児童館、
放課後児童クラブなどの各種施設を設置することに困難があることも多く、関係者からも、保育所が地域の幅広
い子育て支援の中核的な役割を果たしていくことに大きな意義があると指摘されている。
こうした指摘も踏まえ、地域の子育て支援の拠点として、また、地域社会の核としての保育所の多機能化を

支援する仕組みをどうしていくか。

○ 現に過疎地域における保育利用率は全国に比べ高いこと、現行のへき地保育所の入所決定は、市町村長
が、保育を要する児童のほか、特に必要があるときはその他の児童についても可能とされていること
も踏まえ、児童人口が著しく減少した地域、また周辺に幼稚園がない地域における保育所の機能と、
保育の必要性の判断基準をどう考えるべきか。

○ 児童人口が減少した地域において、保育を必要とするか否かにかかわらず、子ども集団を保障する
ことが可能な仕組みとして認定こども園制度の活用も考えられるが、新制度における位置付けをどう
考えるか。


